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障害福祉施設災害対応力強化整備費補助金事業の実施について（通知） 
 

本県の障がい福祉行政の推進については、日頃格別の御協力を賜り厚く御礼申

し上げます。 

県では、令和６年に発生した能登半島地震等の教訓を踏まえ、大規模災害時等

において、施設からの広域避難等の負担が大きい利用者が多く暮らしている障害

者支援施設及び障害児入所施設が、自施設での支援を継続するために必要な防災

備蓄品の収納に必要な防災備蓄倉庫の整備に要する費用に対し、予算の範囲内に

おいて補助金を交付することとしました。 

本補助金については、申請期限を令和７年９月30日までとさせていただいてお

りましたが、令和８年１月15日（木）まで延長をさせていただきます。 

 つきましては、補助金の交付を希望される場合は、募集要項を一読いただき、

期日までに申請いただくようお願い申し上げます。 

 

 

１ 募集要項掲載場所 

  障害福祉情報サービスかながわ 

   → 書式ライブラリ－ 

    → １．神奈川県からのお知らせ 

     → １．お知らせ 

→ 障害福祉施設災害対応力強化整備費補助金 

https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?topid=1&id=3 

 

２ （参考）補助内容 

(1) 対象施設 

神奈川県内に所在する障害者支援施設、障害児入所施設 

https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?topid=1&id=3


※ 政令市、中核市に所在する施設を除く。 

※ 災害に係る業務継続計画を作成していない施設は補助の対象から除く。 

 

(2) 補助率及び補助上限額 

   補助率   １／３ 

   補助基準額 600万円 （補助上限額 200万円） 

 

(3) 対象経費 

   防災備蓄倉庫の整備事業に要する以下の経費 

・工事費又は工事請負費 

・工事事務費 

・消耗品費 

・備品購入費 

※ 詳細は募集要項をご確認ください。 

 

３ 留意事項 

・ 予算の上限に達した場合、その時点で受付終了となります。 

・ 審査期間を含め、申請受付から交付決定まで約３週間程度要します。また、

令和８年３月31日までに事業を完了させる必要があります。御理解の上、

申請ください。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 

福祉施設グループ 伊東、山田 

電 話 045-210-1111（内線 5080） 

メールアドレス shisetsu-koubo@pref.kanagawa.lg.jp 


